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自分で計画して行動できない

ボーとしている
気が散りやすい
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自分のことがわからない
相手の気持ちがわからない
怒りやすい、暴言、暴力



「ピクトグラム　仲間　イラスト」の画像検索結果

未来
（目標設定）

脳卒中や脳外傷等

①身体障害
②高次脳機能障害
③心理社会的問題

リハビリテーション治療
①環境調整 ②要素的訓練
③代償訓練 ④社会技能訓練

⑤行動変容療法 ⑥認知行動療法
⑦薬物療法

⑧包括的リハビリテーション

医学的管理
高血圧、糖尿病

てんかん発作、水頭症等

診断
医学的判断

⇒各種書類作成

就労支援
評価・支援機関との連携

地域連携
地域の社会資源の利用

高次脳機能障害者に対する
リハビリテーション治療の全体

患者および家族へのメンタル支援（心理的サポート）

家族連携
24時間をともにする家族の理解

運転再開支援
評価および訓練

方向性を一緒に考え、提案

過去
(その人らしさ)
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まず、「高次脳機能障害の診断」を行います。

その根拠は、「症状と損傷部位の一致」。

その目的は
1.本人とご家族の理解、心構え、行動変容へ
2.各種書類の作成
3.社会資源（行政・保健・福祉施設等）の利用
4.税の控除、運賃控除、障害者雇用 など



１ 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を
有するが上記主要症状（Ⅰ－２）を欠く者は除外する。

２ 診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所 見は除外する。
３ 先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患 を原因とする者は除外
する。

１ Ⅰ～Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
２ 高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状
を脱した後において行う。

３ 神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。

１ 脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
２ 現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害
遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。

Ⅰ主要症状等

ＭＲＩ、ＣＴ、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認
されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。

Ⅱ検査所見

Ⅲ除外項目

Ⅳ 診 断

高次脳機能障害の診断基準（厚生労働省）  



高次脳機能障害の
診断に必須な３つの情報

① 高次脳機能障害の具体的内容：インテーク
→ どのように生活に制約があるか？

② 神経心理学的検査結果
→ 知能検査、記憶検査など

③ 画像情報
→ 頭部CT、MRI、
脳血流検査など



知覚認知系

• BIT 行動性無視検査

• WAIS-IV 知覚推理指数

• アルバート線分末梢試験

• 標準高次視知覚検査

注意・記憶系

遂行機能系

言語系

• RCPM レーヴン色彩

マトリックス検査

• かなひろい
テスト

• SLTA

• WAB

• WAIS-IV

言語理解指数

• WAIS-IV 作業記憶指数

• PASAT

• WMS-R

• 三宅式記銘力検査

• ベントン視覚記銘検査

• CAT

• BADS

• TMT A&B

• レイ複雑図形検査

• CDR

SLTA ：標準失語症検査、
WAB：Western Aphasia Battery
WAIS：ｳｴｯｸｽﾗｰ成人知能検査
WMS-R：改訂版ｳｴｯｸｽﾗｰ記憶検査
TMT：ﾄﾚｲﾙﾒｰｷﾝｸﾞﾃｽﾄ
BIT：行動性無視検査日本版
FIM：機能的自立度尺度
CDR：臨床的認知症尺度

PASAT：Paced auditory serial addition test
BADS：遂行機能障害症候群の行動評価MMSE： Mini-Mental State Examination

主な神経心理学的検査



うつ状態

不眠症

• やる気がおきない
• 記憶ができない
• 仕事に集中できない
• 考えがまとまらない
• 疲れやすい

外傷性頚部
症候群（むちうち）

不安

このような例は高次脳機能障害
ではありません。

（脳の器質性病変＝傷の存在が必要）
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①頭蓋骨骨折

1) 円蓋部骨折

線状骨折

陥没骨折

2) 頭蓋底骨折

②局所脳損傷

1) 急性硬膜外血腫

2) 急性硬膜下血腫

3) 脳挫傷

4) 外傷性脳内血腫

③びまん性脳損傷

1) 軽症脳震盪

一時的な神経機能障害（記憶障害）のみで意識障害なし.

2) 古典的脳震盪

  ６時間以内の意識障害あり.

3) びまん性軸索損傷 Diffuse axonal injury, DAI

軽度 DAI： 昏睡6‐24時間

中等度 DAI： 昏睡24時間以上、脳幹部障害なし.

重度 DAI： 昏睡24時間以上、脳幹部障害あり.

脳外傷の国際分類

急性硬膜下血腫は、重篤な例が多くびまん性脳損傷として対応



白質
（軸索の束）

灰白質
（細胞体の集合）

頭皮

頭蓋骨

硬膜

詳細図
神経細胞

軸索

樹状突起 細胞体

伸長

裂傷

完全裂傷

びまん性軸索損傷（ＤＡＩ）の病態



脳外傷の重症度を予測する要因

① 受傷後、48時間の意識障害の程度、持続時間

② 受傷機転：交通事故か、転倒・転落か、他か

開眼反応（E) 言語反応（V) 運動反応（M)

● 自発的に開眼 ４ ● 見当識あり ５ ● 指示に従う ６

● 声かけに開眼 ３ ● やや混乱した会話 ４ ● 刺激を払いのける ５

● 痛みで開眼 ２ ● 意味の通じない言葉 ３ ● 逃避的屈曲 ４

● なし １ ● 意味の無い発声 ２ ● 異常屈曲反応 ３

なし １ ● 異常伸展反応 ２

● なし １

ｸﾞﾗｽｺﾞｰｺｰﾏｽｹｰﾙ（GCS）
↓

3～8：重度・・・・・・JCSの100~300相当
9～12：中等度・・・・JCSの10~30相当
13～15：軽度・・・・・JCSの1~3相当

高エネルギー事故
・64km/h以上の自動車事故、
・車の大破・横転
・運転席の30cm以上の圧縮、6m以上の転落
・32km/h以上の二輪車事故
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Story 診断名：脳外傷（右前頭葉挫傷、重度）

35歳 男性 会社員 妻30歳 子供10歳女児  住宅ローンあり

通勤途中、横断歩道を歩行中に、自動車にひかれた。直後から、昏睡状態と

なり、救急病院へ搬送。急性期治療の後、受傷1週間後に意識が回復した。

その後、リハビリテーションを受け、受傷6か月後に自宅に退院。

ADLはほぼ自立。発症から、8か月後に復職。

しかし、仕事がうまくこなせず、家に帰ると、疲れてすぐに

寝てしまった。朝もおきれず、徐々に、遅刻するようになった。

妻が出勤を促すと、「うるさい！」といら立ち、同居する子供の

声も気になり、物を投げつけるようになった。

1. 易怒性の原因は？
2. 今後、復職に向け、どのような方策が考えられますか？
3. どのような制度が利用できますか？

事例



一次損傷
1. 回転外力による受傷
2. 直線外力による受傷

二次損傷
脳浮腫、脳圧亢進、脳虚血、グルタミン酸

細胞内Ca濃度の上昇 →局所低酸素脳症

脳外傷の受傷機転と、関連する身体障害および高次脳機能障害

記憶障害

易怒性

自発性
低下

注意障害
共感の
障害遂行機能障害

柔軟性低下
(固執)

病識低下

ﾜｰｷﾝｸﾞﾒﾓﾘ-低下

帯状回

海馬

扁桃体

前頭葉

視覚障害（羞明、輻輳障害、調節障害）
運動障害（失調）



急性期 回復期（～６か月） 生活期（６か月～）

A病院～B病院 在宅・施設・C病院等

• 疾患の内科・外科治療
• リスク管理

• 脳神経外科
• 神経内科
• 内科等

安静から

拡大日常生活
訓練
料理
洗濯
買物
外出
電話

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
公共交通機関利用

金銭管理

就労準備訓練
地域の就労支援機関との連携

高次脳機能障害に対するリハビリテーション
（評価・要素的訓練・代償訓練）

在宅に向けての準備
介護保険利用

障害者総合支援法利用

急性期～回復期～生活期のリハビリテーションの流れ

医療と地域
（行政・福祉・保健施設）

との連携

離床へ

基本動作
訓練
寝返り
起上がり
座位
移乗
立位
歩行

ADL訓練
食事
整容
更衣
排泄
入浴
歩行
移乗

階段昇降

← リスク管理が大切 →

関節可動域訓練

寝返り訓練

嚥下訓練

歩行訓練

上肢訓練

言語訓練

有酸素運動

料理練習



リハビリテーションは
目標を決めることから始まる

（目標志向型リハビリテーション）

1. 自分に関連する目標
2. わかりやすく具体的な目標
3. 手がとどきやすい目標
4. あまり失敗しない目標

目標例
社会性の獲得
復職・復学
新規就労
 ADLの自立
歩行の自立
家事の自立
一人暮らし
旅行 などなど

地域の社会資源を活用する
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高次脳機能障害者にとっての
精神障害者保健福祉手帳

のメリット

そのほかに・・・
●税金（所得税、住民税、相続税、自動車税等）の減額・免除
●都営交通乗車証（都電、都バス、都営地下鉄等）の発行
●都営路線バスの運賃割引
●生活保護の障害者加算
●都営住居の入居、特別減税
●都立施設の無料利用
●携帯電話の割引利用
●NHK受信料の減免

主な３点
① 障害者雇用の適応
② 障害者職業能力開発校の利用
③ 地域保健福祉施設の利用

記載できる医師とは
「高次脳機能障害の診断・治療に従事して
いる医師で、精神科医のほか、リハビリ
テーション科医、神経内科医、脳外科医等
でも可能」

病気の回復のために、
積極的に

支援制度を受けて
欲しいという意図が

ある



介護保険法
●在宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問介護
訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）、
通所リハビリテーション（ﾃﾞｲｹｱ）
短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
短期入所療養介護

●施設サービス
特老、老健、療養型医療施設
居宅介護サービス、グループホーム 等

障害者総合支援法

●介護給付（９サービス）
訪問系
居宅介護、重度訪問介護
同行援護、行動援護、
重度障害者等包括支援
日中活動系
短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
療養介護、生活介護
施設系
施設入所支援

●訓練等給付（６サービス）
居住支援系
自立生活援助、共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）
訓練系・就労系
自立訓練（機能訓練・生活訓練）
就労移行支援、就労継続支援（A型、B型）
就労定着支援

介護保険特定疾病

・脳血管疾患
・初老期における認知症
・パーキンソン病 等

その他

・脳外傷
・脳腫瘍
・低酸素脳症
・中枢神経系感染症

40-65歳の脳血管障害
者は介護保険が優先。
しかし介護保険制度にな
いサービスは総合支援法
のサービスが利用可能
（厚労省、平成19年3月）

18歳          40歳         65歳

社会資源の利用 ①障害者総合支援法 医師意見書
⓶精神障害者保健福祉手帳 介護保険 主治医意見書

◇ 地域生活支援事業
 相談支援、コミュニケーション支援、移動支援
 地域活動支援センター、福祉ホーム

令和７年10月:就労選択支援導入予定



障害者総合支援法のサービス利用例（新宿区パンフレット抜粋）

自立訓練

機能訓練
＋

生活訓練

就労移行
支援

就労継続
（A/B)

行動援護

移動支援

施設入所
支援

療養介護

共同生活
援助

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

地域活動
支援センター



前職

配置転換

就労継続Ａ型
（特例子会社含む）

就労継続Ｂ型

復職

新規就労

一般就労

福祉的就労

障害者雇用
(+/-)

■ 個人側の要因

○高次脳機能障害
・注意障害
・遂行機能障害
・記憶障害
・失語症
・地理的障害
・社会的行動障害
・易疲労

○身体障害
・麻痺・失調

■ 企業側の要因

・雇用体制
・障害の理解

さまざまな就労形態



就労準備性
（一般就労に必要な本人の能力）

1. 病状の安定 （てんかん発作など）

2. 働きたいという強い意思（意欲・自発性）

3. 日常生活の自立

4. （5-6時間の作業）×1週間の体力

5. 交通機関を1人で安全に利用できる

6. 高次脳機能障害を正しく説明できる（病識）

7. 障害を補いながら仕事ができる（代償能力）

8. 感情をコントロールできる（社会性）



急性期 回復期
在宅生活の再開

安定
就職・復職に
向けた相談

就労準備
求職・復職
のための活動

職場適応
職業生活支援

ハローワーク（17か所）

東京障害者職業センター（上野、立川）

障害者就業・生活支援センター（６カ所）

区市町村障害者就労支援センター（４７区市）

国立職業リハビリテーションセンター（所沢）

東京職業能力開発校（小平）

就労移行支援事業所

就労継続 A, B支援事業所

自立訓練
（機能訓練）

自立訓練
（生活訓練）

地域活動支援
センター

通所リハ
（デイケア）

通所介護
（デイサービス）

障
害
者

総
合
支
援
法

介
護
保
険
法

精神科デイケア

通院リハビリテーション 地域生活から就労にむけての流れ（東京都）

障害者職業総合センター（幕張）



どこまで、
回復するのか？

ﾊﾛｰﾜｰｸ（公共職業安定所）⇒ 17箇所

区市町村障害者就労支援センター（東京都独自事業、ナカポツを補完、各自治体に１か所以上設置））

⇒ 49箇所:就労支援ｺｰﾁﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、生活支援ｺｰﾁﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等

障害者就業・生活支援センター （（通商「ナカポツ」）
（障害者雇用促進法、国の事業、全国327、東京６）

● 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（千葉県）
● 東京しごと財団 障害者就業支援課（飯田橋）

東京障害者職業センター
（上野、立川）

東京障害者職業能力開発校

● 国立職業リハビリテーションセンター（所沢）

東京都の主な就労支援機関

休職期間は
いつまで

のばせるか？

会社は
どこまで、協力
してくれるのか？

● 就労継続A,B,就労移行施設

法定雇用率（民間企業）

●1.8％（H25) ⇒ 2.3％(R5年） ⇒ 2.5%(R6年)  ⇒ 2.7%(R8年)

職場の理解が
大切



脳外傷後の経済的制度の概略
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① 病前（過去）と比較し、思うようにならない自分へのいらだち

• 注意障害/記憶障害などで身の回りのことや仕事がこなせない。

⇒ 簡易なことから始める。

⇒ メモや手帳、工程表などの補助手段を駆使する。

⇒ 過去とは異なる自分を理解する。

② 脳損傷による自己コントロールの障害

• 前頭葉損傷は脱抑制をおこす傾向にある。

⇒ 薬物療法も考慮。

③ 家族や第三者の無理解

• 人は自分のことを本当に理解してくれた人を信頼する。

⇒ 家族や第三者は、傾聴・受容・共感の姿勢で臨む。

④ 生きがい、役割、社会的承認の低下

• これらは生きる原動力

⇒ 家庭内および社会での役割、生きがいを再建する。

易怒性ついて、想定される4つの原因と対策



易怒性の原因は？
 
⚫ 周囲（家族、職場、医療職）の理解
⚫ 易怒性に合併している障害（注意障害 遂行機能障害 記憶障害等）の理解
⚫ 仕事内容への配慮
⚫ 制度の活用＝経済的支援、休職、傷病手当金、就労支援機関

⚫ 今後
復職時期 就労支援機関利用 職場の理解 制度活用
回復の可能性等の説明 本人、ご家族へのメンタル支援

Story 診断名：脳外傷（重度）

35歳 男性 会社員 妻30歳 子供10歳女児

通勤途中、横断歩道を渡っているときに、自動車にひかれ、救急病院へ搬
送。GCS＝８、びまん性脳損傷の診断にて、保存的治療の後、回復期リハ
ビリテーション病院を経て、受傷、6か月後に自宅に退院。

ADLはほぼ自立。発症から、8か月後に復職。しかし、仕事がうまくこなせ
ず、家に帰ると、疲れてすぐに寝てしまった。朝もおきれず、徐々に、遅刻
するようになった。妻が出勤を促すと、「うるさい！」といら立ち、同居す
る子供の声も気になり、物を投げつけるようになった。



夫は50歳です。３か月前にクモ膜下出血を発症し、外科治療とリハビリテーションを

受けて、自宅に退院できました。日常生活は自立していますは、右手足の麻痺と失語

症があります。営業職として、復職したいのですが、大丈夫でしょうか？

回復期病院から退院された夫の奥様からのご相談

●まず、お伝えすること
1. 従来通りの仕事はこなせないかもしれない
2. 会社によっては、退職になるかもしれない
3. 通常は、職場の理解を得ることが大切

→希望あれば医師から会社側に患者・家族同席の上で、
現状の能力、復職支援について説明を行う

４． 現在の能力について評価をする必要がある
（当院：診察、知能・記憶検査WAIS+WMS,

就労関連：一般職業適性検査GATB,幕張版ワークサンプルMWS等）
５.  そのうえで、仕事の内容や時間を調整することが大切
６． ジョブコーチなどの介入も考慮
７． 休職中は生活費は傷病手当金を、その後は、障害年金を申請しましょう。

●復職後のフォローアップ
1. 1，2週間ごとに、外来通院、報告
2. 会社側との情報交換（連絡帳など）
3. 就労支援機関との連携

●職場への対応依頼（当事者同席）
1. 仕事の構造化、分量、難易度尾の調整
2. 可能ならジョブコーチ導入も考慮



このたびは、講演の機会をいただき、
ありがとうございました。

高次脳機能障害のある方と
そのご家族が、

よりよい生活をおくれるように、
チームとしての支援を

進めていきたいと考えています。

• 「高次脳機能障害の方への就労支援」
障害者職業総合センター職業総合センター
04-148_book.indb (jeed.go.jp)

• 障害者職業総合センター職業センター支援
マニュアルNo.11 『高次脳機能障害者のた
めの就労支援～対象者支援編～』
(jeed.go.jp)

https://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/p8ocur000000020p-att/support01.pdf
https://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/p8ocur00000001q5-att/support11.pdf
https://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/p8ocur00000001q5-att/support11.pdf
https://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/p8ocur00000001q5-att/support11.pdf
https://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/p8ocur00000001q5-att/support11.pdf
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